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Ⅰ 林 道 標 識 等 

１ 林道ゲート 

林道ゲートは、自動車道の利用の態様に応じて、起点及び終点が他の道路と接続する場合に設置す

ることを基本とする。なお、林道工事で設置する場合は、鋼製ゲート（Ⅰ型）を基本とする。 

林業専用道も同様とする。 

 

２ 道路反射鏡（カーブミラー） 

道路反射鏡（カーブミラー）は、地形その他の理由により林道規程第 19 条に掲げる視距を短縮した

場合、必要な視距が確保されるよう建築 限界外へ設置するものとする。 

ただし、林業専用道では、林道規程第 31 条の運用細則（3）に該当する場合に設置を検討すること

とする。 

設置位置は、ドライバーがもっとも的確に見通せる箇所を選定するものとし、鏡面の大きさはφ

800mm を標準とする。 

 

３ 標識類 

標識類は、必要に応じ警戒、規制又は指示標識を建築限界外へ設置するものとする。 

支柱の材料は、可能な場合は間伐材を使用した木製とするものとする。 

 

１）起終点標識 

自動車道の起点に標識を設置することとし、設置位置は、林道中心線の測点の起点に合致させる

ものとする。林業専用道も同様に設置することとする。 

標識には、次の事項を明記しておくことを標準とする。 

ただし、林道標示板を設置する場合は、重複する事項を省略しても差し支えないものとする。 

① 林道名 

② 総延長、車道幅員 

③ 林道管理者名 

④ その他必要な事項（設置目的、走行上の注意事項等） 

 

２）里程標識 

林道起点より１km毎に里程標識を設けることを標準とする。 

林業専用道も同様とする。 

 

３）待避所の標識 

待避所付近の手前から見通しのきく地点を選定して設置するものとする。 

林業専用道も同様とする。 

 

４）落石のおそれのありの標識 

当該注意を要する箇所の手前 30m 程度の地点に設置するものとする。 

ただし、林業専用道では、調査設計段階に落石の危険が予想された場合に設置できるものとする。 
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５）その他の標識 

その他各種障害を警告する場合に必要に応じて設置するものとするが、乱用して設置することは

それ自体効果がないばかりか、かえって標識全体の混乱をまねく恐れがあるので、設置にあたって

は十分検討して設置するものとする。 

ただし、林業専用道では、設計速度が 15km/h であることから屈曲折ありの標識など警戒標識は

設置しないことを基本とする。 

 

４ 防護柵（ガードケーブル、ガードレール） 

防護柵は、林道規程第 31条「交通安全施設」及び林道技術基準第 12章第２節「防護柵」に規定す

るところにより設置を検討するものとする。 

防護柵は、除雪等を考慮する必要がある箇所はガードケーブルを標準とするが、除雪を考慮しない

場合や短区間の場合等ではガードレールを選定できるものとする。 

防護柵の設置における細部取扱いは次のとおりとする。 

なお、橋梁区間については別に定めるところによる。 

 

１）設置位置：通常の路肩に接して保護路肩 50cm を設け、建築限界外へ設置するものとする。 

２）設置延長：設置必要区間の前後各々20m 程度を延長して設置するものとする。 

３）型  式：標準型（塗装品）での設計を標準とし、設置する区間の積雪条件、維持管理等を考慮

する必要がある場合は耐雪型（塗装品）とすることができる。 

耐雪型を設計する場合は、年最大積雪深を調査のうえ積雪区分を決定するものとす

る。 

４）種  別：Ｃ種を標準とし、極めて重大な被害が発生する恐れのある区間はＢ種とする。 

５）標準仕様：仕様は下記を標準とする。 

① 土中（標準型） Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ、Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 

Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ、Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 

②  土中（耐雪型） Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ、Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ 

Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ、Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ 

Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ、Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ 

Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ、Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ 

 

③ 構造物（標準型）Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ、Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ 

Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ、Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 

④  構造物（耐雪型）Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ、Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ 

Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ、Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ 

Ｇｒ－Ｃ２－２Ｂ、Ｇｒ－Ｃ３－２Ｂ 

Ｇｒ－Ｂ２－２Ｂ、Ｇｒ－Ｂ３－２Ｂ 

 ６）記号説明 

    ①    ②   ③    ④      ⑤   ⑥   ⑦       ⑧ 

      ―                ―         ―           Gr C  ２ ２ B   
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        ① 型式 Ｇｒ：ガードレール 

Ｇｃ：ガードケーブル 

 

② 種別   Ｃ種：ＳＣ種（板厚 2.3 ㎜） 

Ｂ種：ＳＢ種（板厚 3.2 ㎜） 

 

③ 添字  無し：路側用 

Ｐ ：歩車道境界用 

④ 積雪ランク 無し：標準型 

１～５：ランク１～５ 

⑤ 支柱間隔 ２：支柱間隔 2ｍ 

４：支柱間隔 4ｍ 

 

⑥ 埋込区分 Ｅ：土中用 

Ｂ：構造物用 

 

⑦ 構造識別記号（Ｇrの場合）２：１山ビーム型 

 

 

⑧ その他の識別記号 無し：構造物用 400mm 埋込み 

２：構造物用 250mm 埋込み 

３：構造物用 190mm 埋込み 

４：Ｇr笠木付構造物用 250mm 埋込み 

５：Ｇr笠木付構造物用 190mm 埋込み 

 

 

 

７）設計数量の見方 
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５ 視線誘導標 

林道線形を明示し、ドライバーの視線を誘導する必要がある区間には視線誘導標を設けることがで

きる。 

設置位置は、通常の路肩に接して保護路肩 50cm を設け、建築限界外へ設置するものとする。 

また、残土を林業用施設とせず路体に腹付処理する場合は、施工基面高より 1.0ｍ以上低くするが、

現地地形上やむを得ず施工基面高さと同一としなければ残土処理量が確保できない場合は、路体部と

残土部を区別するため、路肩外縁に視線誘導標を設けるものとする。 

規格・仕様は、両面反射（反射体径φ100mm 以下、支柱径φ60.5mm）を標準とし、積雪深が多い地

区にあってはスノーポール併用型とすることができる。 

設置高さは、路体施工基面高から反射体の中心まで 90㎝を標準とする。 

設置間隔は、道路の線形等を勘案し定めるものとするが、最大設置間隔は 40m とする。 

なお、路側コンクリート擁壁にあって、視線を誘導する必要がある場合には、天端に駒止め（高さ

40cm×幅 40cm×長さ 40cm）を 50cm～100cm 間隔で設置するものとする。 
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Ⅰ 指 定 仮 設 工 

 

工事目的物を施工するための施工条件として、仮設・施工方法等を発注者が予め決定する必要があ

る場合に、設計図書（林道工事設計説明書・特記仕様書等）に条件として明示した仮設・施工方法等

は「指定」といい施設ごとに数量を算出することとする。 

 

Ⅱ 任 意 仮 設 工 

 

工事目的物を施工するための仮設・施工方法等は、「自主施工の原則」により、受注者の責任で実

施しなければならない。「指定」以外は、「任意」といい、発注者が積算で想定する仮設・施工方法

等は以下により行うこととする。 

その場合、参考として「参考図」を示すこととする。 

 

１ 仮締切工、川切替工 

(1) 適用の条件 

ア 仮締切工 

仮締切工は次の場合に適用することとする。 

① 常水のある河川等において、河川等を横断する形で、構造物を設置するため、河川水を締切

ってポンプ等による水替を必要とする場合。 

② 流水の流下方向にほぼ平行して構造物を設置するため、河川水の流入を締切って行わなけれ

ば施工することが不可能な場合。 

 

イ 川切替工 

常水のある河川等において、流水の流下方向にほぼ平行して構造物を設置するため、河川水の

切替えを必要とする場合。 

 

 (2)  数量の算出 

ア 仮締切工 

(ｱ)数量の算出 

土のう締切工の高さは、平常水の流水断面を測定し、その断面を確保できる川幅、高さを求め

たうえ、余裕高として0.3ｍを加えた高さに幅又は長さを乗じて算出する。 

(ｲ)土のうの積み方 

高さ0.6ｍ（4段積）までは1重積とし、0.6ｍ（5段積）以上は二重積みとする。 

(ｳ)大型土のうの積み方 

高さ 1.0ｍまでは１段積み、1.0～2.0ｍは２段積みとする。 

 

  イ 川切替工 

(ｱ)流路の断面 

流路の断面は台形、側法は5分とし、流路の大きさは河川の流量など現地に応じて決定し、土

量計算は平均断面とする。 
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(ｲ)流量長 

流量長は前後の流心を考慮のうえ、曲線を30度以内として床掘箇所を除き延長を求める。 

  

２ 仮水路工 

(1) 適用の条件 

川幅が狭い箇所にコルゲートパイプ等の排水施設を敷設する場合は、上流で流水を堰き止め、

ポリエチレン波状管（シングル構造）又は硬質塩化ビニール管等によって排水を行う。 
 

(2) 仮水路の管径 

管径は平常水の流水断面を測定し、下表を参考として決定すること(流量によっては2連も

可)。 

管径 断面積 

200 ㎜ 0.03 ㎥ 

300 ㎜ 0.07 ㎥ 

400 ㎜ 0.13 ㎥ 

500 ㎜ 0.20 ㎥ 

 

(3) 設計長 

仮水路の設計長は、排水施設の敷設に必要最小限の長さとする。 

        

廻排水設計例 

a．川幅が狭く、鉛直打継目がない場合 

        

       b.川幅が広く、伸縮継目があって仮締切を２回以上必要とする場合 
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３ 足場工 

 

 (1) 溝渠工における足場工 

コルゲートパイプ等の設置により、高さが２ｍ以上の箇所で作業を行う場合は、足場を計画す

ることとする。 

なお、足場の形式は、溝渠敷設箇所の状況に応じて単管足場と枠組足場を使い分けることと

し、呑吐口にコンクリート擁壁等が計画され足場が重複する場合は、当該重複部分の数量を減じ

た数量で計画することとする。 

 

 (2) 土留工・擁壁工等における足場工 

足場の種類及び適用箇所は、原則として次によることとする。 

ア 単管傾斜足場 

単管傾斜足場は、構造物の法勾配が垂直でない面において、当該法勾配に沿って単管により足

場の建地を配置する構造のもので、法勾配が垂直でない面に適用することとする。 

イ 単管足場 

単管足場は、構造物の法勾配が垂直である面において、当該面に沿って単管により足場の建地

を垂直に配置するもので、法勾配が垂直の面であって、足場の設置箇所が幅90㎝未満又は地盤が

平滑でない箇所に適用することとする。 

ウ 枠組足場（手摺り先行足場を含む。） 

枠組足場は、構造物の法勾配が垂直である面において、当該面に沿って既成の枠足場を組み上

げて配置するもので、法勾配が垂直の面であって、足場の設置箇所が幅90㎝以上、かつ、地盤が

平滑な箇所に適用することとする。 

なお、手摺り先行足場は、通常の枠組足場に優先して計画することとする。 

エ キャットウォーク 

キャットウォークは、足場の基礎を直接型枠の支保材等に取り付ける形式のものをいい、地域

工事において半数以上に使用されている実態である場合に採用できることとする｡ 

 

 (3) 足場数量の算出 

ア 単管傾斜足場、単管足場及び枠組足場の場合 

数量は、足場設置地盤から直高2.0ｍ以上となる部分について、足場設置地盤から構造物の足場

計上範囲における平均高に足場計上範囲に係る延長を乗じて算出することとする。 

また、単管傾斜足場の数量は、足場設置地盤から2.0ｍ以上となる部分について、足場設置地盤

から構造物の足場計上範囲における平均法長に足場計上範囲に係わる延長を乗じて算出すること

とする。 

 

 

 

 

 

 



- 192 - 

足場面積の計算 

          

        

(ア) 切土部擁壁 

   

   (イ) 盛土部擁壁 

   

 

 

 

 (ウ) 橋台 
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    (エ) 橋脚 

      
  イ  キャットウォーク 

キャットウォークの足場数量はスケールアップ又は比例計算のいずれかにより算出すること

とする｡ 

構造物全高(Ｈ)÷1.8＝区画数(Ｎ)  (四捨五入整数止め) 

Ｈ÷Ｎ＝設置間隔(ｈ) 

     

      5．0÷1．8＝2．8≒3区画 

        5．0÷3＝1．67≒1．7ｍ  

(8．0+8．0+6．8)＝２２．8ｍ 
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４ 支保工 

(1) 溝渠工における支保工 

支保工は、管径が1,200㎜以上の場合に計画することとする。 

 

  (2)  土留工・擁壁工における支保工 

構造物の施工に係わる平均設置高が４ｍを超え、かつ、相当の耐力を必要とするなど、通常の

支持材のみでは対応が困難と判断される場合には必要な支保工を計画することとする。 
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Ⅲ 共 通 仮 設 工 

１ 土石流危険河川における安全施設の設計 

土石流が発生する恐れのある河川において、雨量計及びその他土石流の発生を感知し、作業員が

十分な余裕を持って避難を行うことが可能となる観測器具等の安全施設（以下「その他の安全施

設」という。）の設置・撤去を計画することとする。 

適用範囲等は次のいずれかに該当する河川等の場合に、雨量計及びその他の安全施設の設置を計

画することとする。 

なお、その他の安全施設は施工箇所上流の渓流に著しく不安定な土砂の堆積があるなど、特に土

石流の発生が懸念される工事箇所に限って計画することとする。 

①  作業場所の上流側（支川を含む）の流域面積が20ha以上であって、上流側（支川を含む）の 

200ｍにおける平均河床勾配が３°（5.24％）以上の河川 

② 市町村が「土石流危険渓流」として公表している河川 

③ 都道府県又は市町村が、「崩壊土砂流出危険地区」として公表している地区内の河川 

④ 土石流により被災した林道の復旧を行う箇所 

⑤ 土石流が流下した痕跡のある沢等において、横断排水工等の敷設を行う箇所 

⑥ 上流に降雨時において土石流の発生原因となることが懸念される不安定土砂がある箇所 

 

(1) 設置基準 

ｱ 雨量計 

上記１の①～⑥のいずれかに該当する箇所 

ｲ 監視人 

上記１の④～⑥のいずれかに該当し、かつ監視人からの合図により作業員が余裕を持って待

避を行うことが可能な場合。 

なお、監視人が安全な位置で監視することができない場合を除く。 

ｳ ワイヤーセンサー及びその他の安全施設 

上記１の④～⑥のいずれかに該当し、上記イのなお書きにより監視人を配置できない場合又

は監視人からの合図では作業員が余裕を持って待避を行うことが不可能な場合 

 

  (2) 安全施設の構成 

ｱ 雨量計 

雨量計は工事現場付近に設置することとし、構成は次のとおりとする。 

①雨量計 

②自動記録装置 

③必要に応じて雨量の警戒基準を超える降雨となったことを警報する装置 

ｲ 監視人 

監視人を配置する場合は次によることとする。 

①監視人 

②連絡装置(スピーカー、サイレン、回転灯等必要な装置） 

ｳ ワイヤーセンサー 

ワイヤーセンサーの設置位置は多量の不安定土砂が堆積している箇所の直下又は土石流を感
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知できる位置であって、かつ、作業員が余裕を持って避難することが可能な合図を発せられる

位置とし、構成は次によることとする。 

①ワイヤーセンサー 

②連絡装置(スピーカー、サイレン、回転灯等必要な装置） 

(3)警戒基準 

別紙北海道の大雨注意報基準による。 

(4)観測記録 

雨量計の観測記録(自動記録紙データ）及びその他の安全施設の観測記録（警報等の発出に係

る工事日報記録等）は、月日、時間等の経過、欠測、降水が観測されない日又は時間等が明確に

区分できるよう整理を行うこととする。 

 

２ 除雪工 

冬期間の工事で、積雪期が予想される地域では除雪工を計画することとする。 

  (1) 原設計に除雪工を計画する場合 

工程の相当期間積雪期である場合は、原設計に計画すること。 

 (2) 原設計に除雪工を計画しない場合 

工程の前半又は後半に積雪期が予測される場合で、除雪工を計上するか否かの判断が困難な場

合は除雪工を計画しないこととする。 

 (3) 除雪計画の変更 

除雪工については精算することとし、精算に必要な資料等は請負者に求めることとする。 

(4) 対象とする除雪深 

① 土工の施工区域 

以下の場合に計上することを原則とする。 

・着工時除雪については積雪深が5cm以上となっている場合 

・新雪除雪については１回の降雪が5cm以上となる場合 

② 工事用道路 

以下の場合に計上することを標準とする。 

・着工時除雪については積雪深が10cm以上となっている場合 

・新雪除雪については１回の降雪が10cm以上となる場合 

 (5) 除雪工の方法 

除雪工は原則として機械により行うこととし、施工区域の広狭、施工箇所までの林道延長等に

より、使用機械の台数を検討することとする。 

なお、機械の搬入が困難な場合は、人力除雪により計画することとする。 

 (6) 除雪の範囲 

工事区域内の除雪対象面積の算出は、幅員又は切土法頭から１ｍ、盛土は法尻から１ｍの範囲

とする。なお、盛土側にウォール等の工作物を設計した場合は、床堀外縁線から１ｍとする。 
 

(7) 数量の単位 

人力除雪の単位は㎥、工事区域内除雪の単位は㎡、運搬路除雪の単位はｍとし、単位止めとする。 
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Ⅳ そ の 他 

１ 建設副産物の処理について 

(1) 基本的事項 

工事に伴い発生する建設副産物については、「建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法

律」（以下「リサイクル法」という）に定める「建設副産物の原材料は有効な利用の確保及び廃

棄物の適正な処理を行う」の基本方針に基づき適切に行うこととし、とりわけ現地において利用

が可能な資材については最優先して活用することとする。 

また、現地において再利用が不可能な建設副産物についてはリサイクル法及び「廃棄物の処理

及び清掃に関する法律」により、適切な処理を計画することとする。 

(2) 再利用する資材の数量計算 

ア 骨材 

コンクリート施設の取り壊し等により生ずる資材の数量は、当該取り壊す施設の体積とする。 

イ 鋼材等 

鋼製枠、パイプ類及び鋼製枠の中詰めとして使用されていた骨材等の数量は、当該利用可能な

重量、延長、体積等を調査して計画することとする。 

(3) 廃棄する場合の数量計算等 

ア 運搬 

運搬賃は一般貨物運送事業の貸切り運賃による。 

運搬距離は、最寄りの資格を有する廃棄物処理場までの距離による。 

イ 重量 

重量は、処分場から発行されるマニフェスト重量とする。 

ウ 一般貨物運送事業 

一般貨物運送事業で使用する車種は、軽自動車及び二輪の自動車以外のものとする。 

エ 運搬区分 

一般貨物運送事業において使用する車種で運搬する廃棄物は次のとおりとする。 

   ①トラック：鉄くず・木材等 

   ②ダンプ：コンクリート殻・アスファルト殻等                                
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路 体 強 化 工 

 

 １ 目的及び種類 

路体強化工は、林道の路体を維持強化することを目的に行う、次の作業とする。 

（１）砂利敷 

路面の砂利等の補充及び敷き均し作業 

（２）路面整正 

グレーダによる路面の不陸、小穴、ワダチ掘れ、路面の波等凹凸の整正 

（３）除草 

林道両側の除草及び路面・路体管理に支障をきたす潅木等の除去 

（４）側溝整備 

側溝に堆積している土石類の除去 

（５）小崩土除去 

通行に支障を及ぼす崩土、落土石等の除去 

（６）その他 

標識類の維持管理、路面の小決壊の修理のための簡易な土木工事 

 

 ２ 設計積算に当たって調査方法 

（１）砂利敷 

ア 路線毎に、砂利敷を要する区間の敷込む材料、延長について調査する。 

イ  材料は、切込砂利、切込砕石、岩屑、山礫等を用いる。 

特に現地産材料の活用を図ることとし、購入砂利等は経済性を考慮して合理的な場合に使用す

るものとする。 

ウ 材料の区分 

Ａ：購入材料等（規格品） 

切込砂利、切込砕石等精選又はクラッシングされた規格品及び同等程度の品質、形状､寸

法を有するもの。 

Ｂ：現地産材料（無選別） 

岩屑、山礫等で粗大粒径の混合割合が高いが、小割又は取り除きを行い、最大粒径につい

ては概ね８cm以下とできるもの。 

エ 数量は体積で表し、使用材料が異なる場合は、材料毎に算出し、それぞれの単価とする｡ 

なお、材料の種類、品質規格、採取（引渡し）場所は工事内容説明書に明示する。 

オ 現地産材料の採取を必要とする場合は、別途積算するものとする。 
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（２）路面整正 

ア 次表の作業区分（「別紙１ モータグレーダ作業イメージ図」を参考）により、路線毎に

施工区間、路面状況、施工延長について調査する。 

 

作 業 区 分 作  業  条  件 

３回掛け仕上げ 

 路面に侵食痕、ワダチ掘れ又は凹凸があり、その深さ 

が調査単位毎に平均 10㎝以上のもので路面調整作業が 

左右及び中央の均しで終了するもの。 

 

    イ 作業区分は、可能な限り路線を単位として調査する。 

（３）除草 

ア  次表の作業区分により、路線毎に施工区間、作業延長及び控除延長について調査する。 

 

作 業 区 分 作  業  条  件 

良  好 
 障害物（伐根、かん木、転石等）や急勾配・急カーブ 

等が少なく、作業が容易な場合 

普  通 良好又は不良以外の場合 

不  良 
 障害物（伐根、かん木、転石等）や急勾配・急カーブ 

等が多く、作業に困難を伴う場合 

 

    イ 延長については、両側の延長を調査する。 

ウ 除草の必要ない区間は控除する。 

（４）側溝整備 

ア 路線毎に施工区間、土質区分、作業延長及び控除延長について調査する。 

イ 延長については、両側の延長を調査する。 

ウ 側溝整備の必要ない区間は控除する。 

（５）小崩土除去 

ア 路線毎に崩土除去を必要とする区間、土質区分、数量等を調査する。 

イ 倒木等の処理及び運搬処理を要する崩土については、別途積算する。 

 

３ 現地表示の方法 

砂利敷及び側溝整備の工事箇所の起点又は施工区間の起終点については、コマイ杭等で表示し、

工事箇所を明確にする。 
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４ 設計図書の作成方法 

路体強化工の設計図は、国有林森林計画位置図（縮尺５万分の１）又は林道粁程図等を使用し、

工事箇所を路線番号及び黒太線で記入するなど分かり易く作成する。 

工事内容説明書は、各工種別に路線番号、路線名、施工区間、作業区分、数量等を明示して作成

する。 

なお、作成に当たっては「別紙２ 工事内容説明書」を参考とし、実施する工種の内容に適合す

るよう、適宜、様式を修正することとする。 

 

 ５ 設計・積算 

（１）工種区分 

間接工事費（共通仮設費、現場管理費）の工種区分は「道路維持工事」とする。 

（２）通勤補正及び施工地域・施工場所の補正 

通勤補正及び施工地域・施工場所の補正はしないものとする。 

 

 ６ その他 

（１）請負発注の条件 

請負に付すに当たっては、次の３条件を満たす場合とする。 

① 事前に数量が把握できること。 

② 仕様が明示できること。 

③ 検査が確実にできること。 
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Ⅰ 基  本  事  項 
 

この設計変更要領は、「森林整備保全事業に係る設計変更等ガイドラインについて」（平成 28年６月

30 日付け 28 林整計第 156 号）に基づいて、発注者と受注者が円滑かつ適切な設計変更又は工事一時中

止及びそれに係る契約手続き行うため、設計変更事務手続きの細部について定めたものである。 

 

１ 設計変更 

設計変更とは、契約約款第 18条又は第 19条の規定により図面または仕様書を変更することとなる 

場合において、契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ発注者が受注者に指示すること 

をいう。 

 

２ 契約変更 

契約変更とは、契約約款第 24条又は第 25 条の規定により協議し、工期又は請負代金額の変更の契 

約を締結することをいう。 

 

３ 軽微な設計変更 

  軽微な設計変更とは、次に掲げるもの以外のものをいう。 

  イ 構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの。 

  ロ  新工種に係るもの又は単価若しくは一式工事費の変更が予定されるもので、それぞれの変更見 

込み金額又はこれらの変更見込み金額の合計額が請負代金額の 20％（概算数量発注に係るものに 

ついては 25％）を超えるもの。 

 

関係法令及び通知類との関連 

     法 律   会計法 第 29 条の 11（契約履行の確保） 

       〃   公共工事の品質確保の促進に関する法律 第７条第７項（発注者等の責務） 

     政 令   予算決算及び会計令 第 101 条の 3（監督の方法） 

     省 令    契約事務取扱規則  第 18 条（監督職員の一般的職務） 

                                   第 19 条（監督職員の報告） 

                                   第 21 条（監督及び検査の実施についての細目） 

     通 知（林野庁） 

            国有林野事業工事請負契約約款 

                     第 ８条  （特許権等の使用） 

                     第 15 条  （支給材料及び貸与品） 

                     第 17 条  （設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等） 

                     第 18 条 （条件変更等） 

                     第 19 条 （設計図書の変更） 

                     第 20 条 （工事の中止） 

                     第 22 条 （受注者の請求による工期の延長） 

                     第 23 条 （発注者の請求による工期の短縮等） 

                     第 26 条 （賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

                     第 27 条 （臨機の措置） 
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                     第 28 条 （一般的損害） 

                     第 29 条 （第三者に及ぼした損害） 

                     第 30 条 （不可抗力による損害） 

                     第 31 条 （請負代金額の変更に代える設計図書の変更） 

                     第 34 条 （部分使用） 

                     第 44 条 （前払金等の不払に対する工事中止） 

      森林整備保全事業に係る設計変更等ガイドラインについて（平成 28 年６月 30 日付け 28 

林整計第 156 号） 
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Ⅱ 設計変更に関する留意事項 

 

１ 発注者の留意事項 

① 発注者は契約書第１８条第２項に基づく調査を行った場合、第３項によりその結果を取りまと 

め調査の終了後 14日以内に受注者に通知する。 

② 発注者は関係部局との調整後、速やかに書面による指示・協議等を行う。 

③ 当初設計の考え方や設計条件を再確認して、設計変更の「協議」にあたる。 

④ 変更見込金額が請負代金額の30%をこえる工事は、現に施工中の工事と分離して施工すること 

が著しく困難なものを除き、原則として、別途の契約とするものとする。 

⑤ 設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。 

ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末（国庫債務負担行為に基づく工事にあって 

は、各会計年度の末及び工期の末）に行うことをもって足りるものとする。 

２ 受注者の留意事項 

  ① 受注者は契約書第１８条第１項に該当する事項等を発見したときは、その事実が確認できる 

資料を書面により監督職員に通知し確認を求める。 

② 受注者は、設計図書等に疑義が生じた際には監督職員との協議を行う。発注者は、協議内容 

によっては各種検討・関係機関調整が必要となるなど、受注者の意見を聴いたうえで回答まで 

の期間をやむを得ず延長せざるを得ない場合もある。その為、受注者はその協議すべき事実が 

判明次第出来るだけ早い段階で協議を行うことが重要である。 

③ 受注者は指示書・協議書等の書面による回答を得てから施工する。 
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Ⅲ 設計変更の区分 

 

設計変更は、国有林野事業工事請負契約約款第８条から第 44 条に基づき実施されるもので、以下に

より分類することとする。 

 

１ 発注者に帰責事由のある場合 

発注者の責に帰する事由のある次の各号のいずれかに該当する場合は、設計図書あるいは契約内容

の変更を行うものとする。 

(1) 特許権等の使用（第８条） 

発注者が特許権等の対象となっている工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書

に特許権等の対象である旨の明示をせず、かつ、受注者がその存在を知らなかったときに次の措置

を行う場合に行う。 

なお、特許権等とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護さ

れる第三者の権利の対象となっているものをいう。 

① 設計図書の変更 

② 受注者がその使用に関して要した費用の負担 

 

(2)  支給材料及び貸与品（第 15 条） 

発注者が支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機械器具（以下「貸

与物件」という。）の品名、数量、品質又は規格もしくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使

用に適当でないと認められ次の措置を行う場合に行う。 

① 当初の適正でない支給材料又は貸与物件に代えて、外の適正な支給材料又は貸与物件を引き渡

す変更 

② 設計図書に定める支給材料もしくは貸与物件の品名、数量、品質もしくは規格もしくは性能の

変更。 

③ 当初に引き渡した支給材料もしくは貸与物件を使用（理由を明示した書面の交付を伴う。）さ

せるため行う設計図書の変更。 

④ 発注者の必要による支給材料又は貸与物件の品名、数量、品質、規格もしくは性能、引渡時期

の変更 

⑤ 上記①から④に伴う工期もしくは請負代金額の変更 

⑥  上記①から④に伴い受注者に損害を及ぼしたときの必要な費用の負担 

 

(3)  設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等（第 17 条） 

工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、当該不適合が監督職員の指示によるとき

その他発注者の責に帰すべき事由によるときであって、次の措置を行う場合に行う。 

① 当該設計図書不適合部分の改造を行うために必要な工期もしくは請負代金額の変更 

② 当該設計図書不適合に伴い受注者に損害を及ぼしたときの必要な費用の負担 

 

(4) 条件変更等（第 18条第１項１号から第４号） 

発注者が次のアに掲げる原因によりイに掲げる措置を行う場合 
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  ア  原因 

監督職員が自ら発見したもの及び受注者からの確認の請求に基づく調査の結果必要があると認

められる次の事項 

① 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない場合 

② 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合 

③  設計図書の表示が明確でない場合 

④  次に示すような工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自

然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合 

ただし、設計図書と工事現場の不一致の原因が設計図書作成時の調査あるいは測量等における

誤測、確認不足であることが明らかなものとし、通常実施する調査あるいは測量等において把握

不可能と考えられるものは除く 

・ 地表面の凹凸等の形状 

・  地質 

・ 湧水の有無又は量 

・ 地下水の水位 

・  立木等の除去すべき障害物の有無 

・ 地下埋設物の規模、構造 

・ 地下工作物の規模、構造 

・ 土取場又は残土処理場の規模、形状 

・ 工事用道路規模、構造、延長等 

・ 通行道路に係る制約等 

・ 工事に関係する法令の制約 

・ その他上記に類する事項 

イ  措置の内容 

①  上記アの①から③に該当する設計図書の訂正 

②  上記アの④に該当し、工事目的物の変更を伴う設計図書の変更 

③  上記アの④に該当し、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更 

④  上記①から③に伴う工期又は請負代金額の変更 

⑤  上記①から③に伴い受注者に損害を及ぼしたときの必要な費用の負担 

 

(5) 工事の中止（第 20条） 

発注者が次のアに掲げる事項により工事目的物等に損害を生じもしくは工事現場の状態が変動

したため、受注者が工事を施工できないと認め工事の全部又は一部の施工を一時中止させ、次のイ

に掲げる措置を行う場合に行う。 

ア 工事の全部又は一部の施工を一時中止させるに至る事項 

①  工事用地等の確保ができない場合 

② 設計図書と実際の施工条件の相違により施工を続けることが不可能な場合 

③ 設計図書の不備により施工を続けることが不可能な場合 

④ その他発注者の帰責事由により施工を続けることが不可能な場合 
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イ 措置の内容 

① 設計図書の変更 

② 工期もしくは請負代金額の変更 

③ 受注者が工事の続行に備え工事現場を維持しもしくは労働者、建設機械器具等を保持するため

の費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用の負担 

④ 受注者に損害を及ぼしたときの必要な経費の負担 

 

(6) 一般的損害（第 28条） 

受注者が工事目的物の引き渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の

施工に関して生じた損害のうち、次のアに掲げる発注者の責に帰すべき事由により生じた損害（発

注者受注者の双方に責により生じた損害については発注者の責に帰すべき事由により生じた相当

の部分）について負担する場合に行う。 

ただし、次のイに掲げる損害を除くものとする。 

ア 発注者の貴責事由 

①  監督職員の指示に基づき施工したため発生した労働者の被害 

②  監督職員の指示に基づき施工したため発生した工事目的物の損壊 

③ 支給材料または貸与品によって生じた工事目的物の損壊 

④ 設計図書に誤りがあったために生じた労働者の被害 

⑤ 設計図書に誤りがあったために生じた工事目的物の崩壊 

⑥ その他監督職員等の指示に基づき施行したために発生した損害 

イ 本項の対象としない損害 

    ① 特許権等の使用に係る損害 

② 支給材料又は貸与品による損害 

③ 施工条件の変更等による損害 

④ 設計図書の変更によろ損害 

⑤ 工事の中止による損害 

⑥ 工事の短縮等による損害 

⑦ 工事の施工について第三者に及ぼした損害 

⑧ 部分使用による損害 

⑨ 前払金、部分払金等の不払いに対する工事中止による損害 

⑩  その他不可抗力以外の事由により生じた損害 

 

(7) 第三者に及ぼした損害（第 29条） 

次のいずれかに該当する発注者の帰責事由により第三者に及ぼした損害（工事目的物施行中に発

生する騒音、振動等に起因する損害）に対する費用を負担する場合に行う。 

① 通常避けることが可能な損害（通行車輌や通行人等と施行機械の接触、近隣施設と施工機械の

接触等）のうち、損害の発生原因が監督職員の指示によるなど発注者の責に帰すべき事由による

もの 

② 通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、濁水の発生、地下水の断絶等の理由による

もの 
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③ 特殊な又は一般的でない施工方法によることが設計図書等に指定されていなかったため生じ

たもの 

④ 上記②及び③のうち、受注者が善良な管理注意義務を怠ったために生じたものは除く 

 

(8) 部分使用（第 34 条） 

発注者が第 31 条第４項又は第５項の規定による引渡し前において工事目的物の全部又は一部を

受注者の承諾を得て使用した場合であって、これにより受注者に損害を及ぼし、必要な費用を負担

する場合に行う。 

 

(9) 前払金等の不払に対する工事中止（第 44 条） 

受注者が、次のアに掲げる事項に係る発注者の不払いに基づき工事を中止した場合であって、次

のイに掲げる措置を行う場合に行う。 

ア  不払いの事項 

①  前払金の不払い 

②  部分払金の不払い 

③  部分引渡しに係る請負代金の不払い 

イ 措置内容 

① 工期もしくは請負代金額の変更（契約の解除を含む。） 

②  受注者が工事の続行に備え必要とする次の費用の負担 

・ 工事現場を維持するための費用 

・ 労働者、建設機械器具等を保持するための費用 

・ その他工事の施工の一時中止に伴う増加費用の負担 

③ 受注者が工事を中止したことにより受注者に及ぼした損害に必要な費用の負担 

 

２ 発注者の帰責事由によらない場合 

発注者の責に帰する事由がなく次の各号のいずれかに該当して必要と認められる場合は、設計図書

あるいは契約内容の変更を行うものとする。 

(1) 条件変更等（第 18条第１項第４号及び第５号） 

発注者が次のアに掲げる原因によりイに掲げる措置を行う場合とする。 

ア  原因 

監督職員が自ら発見したもの及び受注者からの確認の請求に基づく調査の結果必要があると認

められる次の事項 

①  次に示すような工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自

然的または人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合 

ただし、設計図書と工事現場の不一致の原因が設計図書作成時の調査あるいは測量等における

誤測、確認不足によらないものに限る。 

・ 地表面の凹凸等の形状 

・ 地質 

・ 湧水有無又は量 

・ 地下水の水位
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・ 立木等の除去すべき障害物の有無 

・ 地下埋設物の規模、構造 

・ 地下工作物の規模、構造 

・ 土取場又は残土処理場の規模、形状 

・ 工事用道路の規格、構造、延長等 

・ 通行道路に係る制約等 

・ 工事に関係する法令の制約 

・ その他上記に類する事項 

② 設計図書で明示されていない施工条件について、次に示すような予期することのできない特別

な状態が生じた場合 

・ 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、異常な豪雪、雪崩、落盤、火災、埋蔵文化財の

発掘又は調査、反対運動等の妨害活動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」とい

う。）による地表面の凹凸の形状、工事目的物の規模あるいは構造等の施工条件と設計図書の

一致の発生 

・ 軟弱地盤、岩石、転石等の出現 

・ 有毒ガスあるいは地下水等の噴出 

・ 予め把握し得なかった騒音あるいは交通等に関する規制 

・ 埋蔵文化財の出現 

・ 住民運動あるいは自然環境の保護運動 

・ 実力行使を伴う事業の妨害 

・ その他上記類する事項 

イ 措置の内容 

① 上記アの①及び②に該当する設計図書の訂正 

②  上記アの①及び②に該当し、工事目的の変更を伴う設計図書の変更 

③ 上記アの①及び②に該当し、工事目的の変更を伴わない設計図書の変更 

④  上記①及び②に伴う工期又は請負代金の変更 

⑤ 上記①及び②に伴い受注者に損害を及ぼしたときの必要な費用の負担 

 

(2) 設計図書の変更（第 19条） 

発注者が設計図書の誤謬、脱漏、表示の不明、あるいは設計図書に示された自然的条件又は人為

的な施工条件と工事現場の不一致、あるいは予期せぬ特別な状態によらず、工事の施工途中におい

てその意思、判断を変更せざるを得ない次のアに掲げる事項について次のイの措置を行う場合とす

る。 

ア  変更事項 

①  中心線形及び縦断線形の変更 

②  幅員あるいは切土又は盛土ののり勾配等の規格構造の変更 

③  待避所及び車廻しの規格構造又は設置位置の変更 

④  路側あるいは排水等の施設の規格構造又は構成材料又は設置位置の変更 

⑤  土取場あるいは残土処理場の位置又は規模の変更 

⑥  その他発注者が必要と認める事項に係る変更



- 221 - 

イ 措置の内容 

① 設計図書の変更 

②  上記①に伴う工期もしくは請負代金額の変更 

③  上記①に伴い受注者に損害を及ぼしたときのひつような費用の負担 

 

(3) 工事の中止（第 20条） 

発注者が次のアに掲げる事項により工事目的物等に損害を生じもしくは工事現場の状態が変動

したため、受注者が工事を施工できないと認め工事の全部又は一部の施工を一時中止させ、次のイ

に掲げる措置を行う場合とする。 

ア  工事の全部又は一部の施工を一時中止させるに至る事項 

① 天災等であって受注者の責に帰することができないもの 

②  その他次のような発注者の都合によるもの 

・  発注者の都合により設計図書を変更しようとする場合において、設計図書変更までの間に工

事が続行されたため工事の手戻りが生じる場合等 

イ 措置の内容 

① 設計図書の変更 

②  工期もしくは請負代金額の変更 

③  受注者が工事の続行に備え工事現場を維持しもしくは労働者、建設機械器具等を保持するため

の費用その他の工事の施工一時中止に伴う増加費用の負担 

④ 受注者に損害を及ぼしたときの必要な経費の負担 

 

(4) 受注者の請求による工期の延長（第 22条） 

受注者が受注者の責に帰さない次の原因のいずれかにより発注者に工期の延長を請求し、発注者

がその必要性を認めて工期の延長を行う場合とする。 

① 天候の不良 

② 発注者の行う関連工事の調整への協力 

③ 天災等の不可抗力 

④ 発注者に帰責事由のあるもの 

 

(5) 発注者の請求による工期の短縮等（第 23 条） 

発注者が次のアに掲げる工期の変更を行うため、次のイに掲げる措置を行う場合とする。 

ア  工期の変更 

① 特別の理由により工期を変更する場合 

② 次に示す契約書の規定により工期を延長すべきいずれかの場合において、特別の理由により通

常必要とされる工期に満たない工期への変更を行う場合 

・ 支給材料もしくは貸与物件の品名、数量、品質もしくは規格もしくは性能の変更（第 15条第

５項） 

・ 発注者の必要による支給材料又は貸与物件の品名、数量、品質、規格もしくは性能の変更（第

15 条第６項） 

・ 発注者の必要による支給材料又は貸与物件の引渡場所又は引渡時期の変更（第 15 条第６項） 
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・ 発注者の帰責事由により工事の施工部分が設計図書に適合しない場合の改造（第 17 条第１

項） 

・ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問解答書が一致しないために生ずる変更

（第 18 条第１項第１号） 

・ 設計図に誤謬又は脱漏があるために生ずる変更（第 18条第１項第２号） 

・ 設計図書の表示が明確でないために生ずる変更（第 18条第１項第３号） 

・ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書の示された自然的又は 

人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないために生ずる変更（第 18条第１項第４号） 

・ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じた

ことによる変更（第 18条第１項第５号） 

・ 発注者が工事の施工途中においてその意思、判断を変更せざるを得ないため行う変更（第 19

条） 

・ 工事用地等の確保ができない等による工事の中止（第 20 条第１項） 

・ 天災等であって受注者の責に帰することができない事由による工事の中止（第 20 条第１項） 

・ その他発注者の都合により設計図書を変更しようとする場合において、設計図書変更までの

間に工事が続行されたため工事の手戻りが生じる場合等による工事の中止（第 20 条第２項） 

・ 受注者が受注者の責に帰さない事由により発注者に工期の延長を請求し、発注者がその必要

性を認めて行う工期の延長（第 21条） 

イ 措置の内容 

① 工期の変更 

②  請負代金の変更 

③  受注者に損害を及ぼしたときの必要な経費の負担 

 

(6) 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更（第 26条） 

発注者又は受注者が次のいずれかの事由により請負代金額の変更を請求し、その内容が適当であ

ると認めて変更を行う場合とする。 

① 工期内であって請負契約締結日の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は

物価水準が変動し、請負代金額が不適当となったもの 

② 特別な要因により工期内に工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額

が不適合となったもの 

③  予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーショ

ン又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適合となったもの 

 

(7) 臨機の措置(第 27 条) 

受注者が次のいずれかに基づき行った臨機の措置について、当該措置に要した費用のうち、受注

者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分の負担を行う場合と

する。 

① 受注者が被害防止等のため必要があると認めて行った臨機の措置 

② 監督職員が被害防止その他工事の施工上特に必要があると認めて受注者に対して請求した臨

機の措置
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(8) 不可抗力による損害（第 30 条） 

工事目的物の引渡し前に、天災等の発注者受注者双方の責に帰することができない事由により生

じた次のアのいずれかの損害による費用を負担する場合とする。 

この場合、この損害を受けたものが工事現場（工事用地よりも広い概念で、受注者が工事用地等

の近くに確保した場所、工事用地近隣の駐車場等を含む。）に搬入済みのもの、あるいは部分的に

できあがっている部分であって次のイに掲げる確認等を了しているものであることとする。 

ア  対象とする損害 

① 工事目的物 

・  盛土部分 

・ 打設済みのコンクリート部分 

・ その他土地に定着し又は工作物に付合しているもの 

② 仮設物 

・ 現場事務所 

・ 材料倉庫 

・ 河川等の仮締切り 

・ 仮設道路 

・ 足場 

・ コンクリート型枠 

・ その他工事目的物以外の工作物であって、工事の施工上の必要性に基づき仮設するもの。 

③ 工事現場に搬入済みの工事材料 

・ 木材 

・ 砂利 

・ 砂 

・ 枠石 

・ 鋼材 

・ 金網 

・ コンクリートパイル、ヒューム管等の二次製品 

・ その他工事目的物を構成する建設資材 

④ 工事現場に搬入済みの建設機械器具 

・ 建設機械器具全般 

⑤ 上記①から④の損害の取り片付けに要する費用 

イ 確認等 

① 設計図書において監督職員の検査（確認を含む。）を受けて使用すべきものと指定された工事

材料であって、当該検査に合格しているもの 

② 設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指

定された工事材料であって、当該立会を受けて調合し、又は当該見本検査に合格したもの 

③ 設計図書において監督職員の立会の上施工するものと指定された工事であって、監督職員の立

会いを受けて施工したもの 

④ 受注者が部分払いの請求を行う場合であって、発注者が当該請求に係る出来形部分又は工事現

場に搬入済みの工事材料の確認を受けたもの 
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⑤ その他受注者の工事の関する記録等により確認することが可能なもの 

 

３ 設計変更の特例〔請負代金額の変更に代える設計図書の変更（第 31 条）〕 

発注者が上記１及び２により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、次

の（１）に掲げるような特別な理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代

えて次の（２）に掲げる部分について設計図書を変更するものとする。 

(1)  特別な理由 

ここでいう特別な理由とは、当該請負代金額の増額又は費用の負担を行った場合、設計図書に定

める工事目的物の完成に対して支払うべき請負代金額としての予算が不足する場合とする。 

(2) 設計図書を変更する部分 

設計図書を変更する部分は、当該請負代金額の増額又は費用の負担を行うことにより不足する額

に相応する工事量の部分とし、この工事量を減少させて変更することとする。 

この場合、設置する各施設の機能、配置目的を損なわないよう調整を図るものとする。 
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Ⅳ 設計変更の事務手続き 

 

１  設計変更の手続き 

条件変更が確認された場合は、次の手順により行うこととする。 

(1) 原則 

監督職員は、工事実行中に予期し得ない条件変更が確認され設計変更の必要が生じた場合は、当 

該工事内容（工種）の変更部分に係る施工を行う前に、当該工事内容（工種）の変更部分を含む契約 

工事全体の設計変更図書、設計変更理由書、設計変更内訳書等（以下「設計変更書」という。）を作 

成し、支出負担行為担当官等の承認を得た後、当該工事内容（工種）の変更に係る契約変更を行った 

うえ、受注者に当該工事内容の変更に係る指示書を提示して施工を行うこととする。 このとき、工 

事内容（工種）の変更に係る工事を行う前に契約変更を行った工事数量と工事の実行結果に差異が 

生じた場合は、必要に応じて工事の最終段階において出来高に基づく契約変更を行い、工事実施結 

果の精算を行うこととする。 

 

(2) 原則により難い場合 

以下のいずれかに該当する場合は、当該工事内容等の変更にかかる契約変更を一定のまとまりご

とに行っても差し支えない。 

ア 軽微な設計変更の場合。 

イ 契約変更手続きが頻繁になる場合 

監督職員は、工事内容（工種）の変更回数が多く、前項の原則に基づく変更契約の事務手続きを

その都度行うことにより工事の進捗に遅れ等の影響が生じると判断される場合。ただし、この場合

においても、その必要が生じた都度、当該工事内容（工種）の変更部分の施工を行う前に、その部

分を含む設計変更図書を作成し、支出負担行為担当官等に別紙「林道工事現場報告書」により報告

して承認を受けた後、受注者に当該工事内容（工種）の変更に係る指示書を提示して行うこととす

る。 
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 （別紙） 

署  長 次  長 総括森林整備官 森林整備官 

    

 

                               令和  年  月  日 

 

          森林管理署（支）長 殿 

 

                            工事監督職員 農林水産技官          

 

林 道 工 事 現 場 報 告 書 

 

     １ 工 事 名 

          ２ 延  長 

     ３ 請負金額 

     ４ 工  期  自 令和  年  月  日 ～ 至 令和  年  月  日 

     ５ 受 注 者 

 

           上記工事の施工に当たり、現地調査の結果、下記のとおり変更の必要が生じたのでその 

     内容を報告します。 

           なお、工事が進行中であり、工程管理と並行しての処理を必要とすることから、受注者 

     への指示は指示書で行うこととしたい。 

 

記 

工  種 変 更 す る 理 由 積算額(減)額 
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２ 工事内容（工種）の変更に伴う図書 

支出負担行為担当官等に工事内容等の変更に係る承認を受けるために必要な図書及び受注者に工

事内容（工種）の変更部分を指示するために必要な図書は次のとおりとする。 

（１）支出負担行為担当官等に工事内容等の変更に係る承認を受けるために必要な図書 

① 設計変更理由書 

変更理由書は、工事内容等の変更部分の全てについて当該変更を行うこととなった原因、対処

方法等を明確に記載することとする。 

②  設計変更図又は変更設計図 

設計変更図又は変更設計図は、当該工事内容等の変更部分について原設計図又は現設計図との

差異が明確となるよう表記する線の色（変更部分を赤色）を区分して作図することとする。 

③  設計変更協定書 

④  設計変更単価表 

⑤  設計変更内訳書 

なお、工事内容等の変更に係る変更契約の締結は、当該工事内容等の変更に係る部分の工事を行

う事前の場合は、上記①から⑤により締結する。 

また、当該工事内容の変更等に係る変更契約を一定のまとまりごとに行う場合及び工事の最終段

階に工事実行結果に基づく精算を行う場合は、上記②の設計変更図又は変更設計図を出来高図に代

えて行うこととする。 

（２）受注者に工事内容（工種）の変更部分を指示するために必要な図書 

①  指示書 

② 変更設計図（現地地形図、元設計と対比できる対比図、取り合図、施工図等） 

 

３ 工期変更の手続き 

(1) 無償延期 

ア 約款第20条（工事の中止）を適用するもの 

天災等、受注者の責に帰すことができないものにより、発注者が、工事の全部又は一部を中

止若しくは一時中止させる場合で、これに関連して工期を変更する必要がある場合。 

イ 約款第22条（受注者の請求による工期の延長）を適用するもの 

天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力、その他受注者の責に帰すことが

できない事由により、工期内に工事を完成させることができないときは、その理由を明示した

書面により、発注者に工期の延長変更を請求し協議する。 

監督職員は、受注者から提出のあった工期延長願いについて、延長の理由、工事日報、天候､

  降雨記録、被害の程度、新旧の対照ができる工程表等を調査し、現在の出来高より今後の労

力、機械の配置、資材その他所要量を検討し、申し出の延長日数が妥当かどうかを検討し、必

要に応じ意見を付して副申する。 

ウ 約款第23条（発注者の請求による工期の短縮等）を適用するもの 

① 発注者が、特別の理由により工期を短縮する場合 

② 設計変更の数量変更等から、工期を延長すべき場合において、通常必要とされる工期に満

たない工期への変更を受注者に請求する場合 

エ 工期延長期間の算定方法 
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現在、基準として定めたものはなく、定形的な方法に統一することは困難であるので、それ

ぞれのケースに応じ実情に適する方法で算定する。 

オ 約款第24条（工期の変更方法） 

上記アからエのいずれの場合も、発注者と受注者の協議により、工事請負契約協定書によっ

て締結する。 

(2) 有償延期 

ア 約款第45条（契約不適合責任）を適用するもの 

① 受注者の責による事由により、受注者から工期の延長が請求され、発注者がこれを承認し

た場合。（協定の必要はなく、承認行為とする｡） 

② 工期延長願いに記載する事項 

延長を要する理由及び日数並びに新旧の対照できる工程表。 

③ 監督職員は、必要に応じ意見を付して副申する。 

イ 履行遅滞料（損害金）の算定方法 

①  工期変更が承認されると債権調査確認を行う。この内容は、工事の完成までに請負金額  

の変更が見込まれるので未確定債権としておく。 

② 延長日数は、工期の翌日から完成通知書提出日までとする。ただし、修補命令のある場合

は、その検査に合格した日までとする。 

③ 損害金は、最終請負代金額の支払いとは別に徴収する。 

④ 損害金は、次式で計算する。 

             最終請負代金額×延長日数×５ 

365×100 

                    (端数処理：円未満切捨てとし円止めとする｡） 

⑤ 部分引渡しを受けた部分があれば、これに相応する請負代金額を、最終請負金額から控除

する。 

⑥ 「指定部分」に履行遅滞料（損害金）がでた場合の請負代金額は､「指定部分」に相当する

請負代金額とする。よって、損害金算出の計算式中最終請負代金額は、「指定部分に相当す

る請負代金額とする。よって、損害金算出の計算式中最終請負代金額とあるのを「指定部分

請負代金額」と読み替える。 

 

４ 工期の変更方法（約款第24条）又は請負代金額の変更方法（約款第25条） 

(1) 工期又は請負代金の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の

日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

(2) 協議開始の日は、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、変更事由

が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め発

注者に通知することができる。 

(3) 変更事由が生じた日とは、約款第22条の場合は、発注者が工期変更の請求を受けた日、約款第2

3条の場合は、受注者が工期変更の請求を受けた日をいう。 

なお、請負代金額の変更にあっては、請負代金額の変更事由が生じた日をいう。 

 

 

損害金＝ 
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５ 変更請負代金の算出 

  変更請負代金の算出については、設計変更要領（平成 28 年３月 31 日付け 27 北治第 706 号北海 

道森林管理局長通知）に準ずる。 
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Ⅴ 主たる工種の設計変更に係る留意事項 

 

工事目的物の数量、施工方法、あるいは仮設物の数量等について、関連条項に基づき発注者と受注者 

がその妥当性を「協議」し、当該工事における設計変更の必要性を明確にすることとする。 

 

１ 共通 

  指定した規格、品質 

設計説明書、特記仕様書、設計図面等で指定した規格、品質のもので受注者の企業努力により同 

等以上と認められるものを使用する場合は設計変更の対象としない。 

 

２ 土工 

工事内容等の変更により土工数量、土質区分及び設計条件等（運搬距離、作業条件）が変更とな

った場合は原則として設計変更を行うこととする。 

 

 (1) 変更の方法 

横断面図の各測点の土質の変化は、実際に露出した状態を正確に把握して、その当該測点の横

断面図に出来上がり原形をそのまま作図し、土質の分類線を記入する。 

ただし、測点間において、土質が変わるとき又は切土、盛土及び残土の起終点は、プラス杭を

設定すること。 

その場合の法長等の確認方法は実測を基本とする。ただし、３次元データによる出来形管理を実 

施する場合、発注者が指定する基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形 

計測を実施することができる。 

また、ICT に係る各要領等については、国土交通省において定めたものを準拠することとする。 

 

 (2) 完成時の土量計算 

土質が変わるとき又は切土、盛土及び残土の起終点は、プラス杭を設定することとするが、切

過ぎの零断面は、当該位置に測点を設定することとする。プラス杭の断面確認方法としては、横

断面を追加して求積することを基本とするが、やむを得ない場合は、前後の横断面により計算に

て求めることも可能とする。 

 

 (3) 運搬距離等 

運搬盛土、運搬残土、採取土盛土等で当初計画の運搬距離が次を超える場合は変更する。 

➀ ダンプトラック 100ｍ 

②  不整地運搬車     10ｍ 
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(4) 切過ぎの取扱い 

ア 切過ぎの定義 

設計図（設計変更図を含 

む。以下同じ）に示す切取 

法勾配より緩い勾配で切り 

取られたときの法面勾配 

と、設計図に示す法面勾配 

との差が生じた部分をいう 

こととする。（ａ，ｂ，ｃ 

で囲まれた部分） 

     イ 設計変更及び支払対象 

起工測量により、横断面図に誤りのないことを確認し、Ａ点に丁張りをかけ切取施工したと

ころ、途中のＢ点で設計図と異なる土質が現れた場合、このＢ点より所定の幅員が確保できる

よう、標準図に基づきＣ点から変化した土質の所定勾配で切取る。 

なお、このような土質の変化があった場合には、縦断方向を考慮して、土質の想定線を横断

面図に入れて、丁張りを修正してから切取り幅を最小限にするよう現地の状態を把握して施工

する。 

（Ａ図） Ａ、Ｂ、Ｃのように、土質区分の変化に応じて施工した場合の支払対象断面は、

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅとする。 

（Ｂ図） Ａ、Ｄ、Ｅのように、土質区分の変化に応じず施工した場合の支払い対象断面は、

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅとする。 

 

ウ 切過ぎが発生した場合の措置 

明らかに請負者の責めにより、切過ぎが発生した場合であって、林地保全上問題がある場合

は、当該切過ぎに係る切取り、残土処理等の各土工量及び経費については、支払対象外とす

る。更に、当該現地の状況に応じて、土砂流出防止対策及び法面保護工等の対策を請負者に行

わせることとする。 

 

 (5) 切過ぎによる支払い対象外の土工量 

ア 運搬盛土の区間に切過ぎのある場合は、その区間の運搬盛土量からその切過ぎ土量を控除す

る。 
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イ 運搬残土の区間に切過ぎのある場合は、その区間の運搬残土量からその切過ぎ土量を控除す

る。 

  ウ 切過ぎ土量控除の計算例（運搬盛土を例として計算） 
 

土  質 切過ぎ土量（土量計算） 控除量の計算 

砂 質 土 100.0 ㎥ 100.0×0.81= 81.0 ㎥ 

軟岩（Ⅰ）Ｂ   50.0  50.0×1.04= 52.0 

中 硬 岩 50.0  50.0×1.17= 58.5 

計 200.0              191.5 

運搬盛土の数量 400.0 － 切過ぎ数量 191.5=208.5 ㎥ 

 

(6) 残土処理数量の精算 

残土の処理については、設計数量（当初設計数量あるいは設計変更数量）と現地において処理

された数量に差が生じることから、横断図等の出来形図から算出とされたブロック（設計要領第

２章Ⅱの2(5)アに定めるブロックをいう。）ごとの残土数量と、残土処理場の出来形図から算出

された体積を比較して、次により残土処理数量の精算を行うこととする。 

なお、残土処理数量の精算を行うことに当たり、次の事項を前提条件とする。 

①  出来形図から算出するブロックごとの残土数量は、当初設計における処理方法、処理場所、

土砂の変化率、利用率、土質区分と同様とする。 

② 処理された残土は、締固めた状態として取り扱う。 

③ 出来高図から算出するブロックごとの残土数量及び残土処理場の出来高図から算出された体

積には、切り過ぎ等の土量（出来形管理基準の規格値外である切取のり面勾配、残土法面の勾

配となっている部分の土量）を含めない。 

④ 出来高図から算出するブロックごとの残土数量と出来高図から算出された体積には、出来形

管理基準の規格値内において生じる土量の差、計算上の土砂の変化率と実際の土砂の変化率の

差によって生じる土量の差等があるが、この土量の差は明確に把握することが困難であるた

め、残土処理数量の精算に用いる数量は、出来高図から算出するブロックごとの残土数量と残

土処理場の出来高図から算出された体積のみとする。 

    

ア 森林施業用の林業作業用施設として利用する腹付土砂の場合は、盛土に準じて取り扱うことか 

ら、盛土に合算して精算する。 

(ｱ)  ブロックごとの残土数量 

ブロックごとの残土数量とは、平均断面法で算出された数量をいい、下記(ｲ)より小さい場

合はこの数量を盛土に合算して精算する。 

(ｲ) 残土処理場の体積 

残土処理場の体積とは、上記(ｱ)と同一ブロックの残土処理場の出来高図から算出された体

積をいい、上記(ｱ)より小さい場合はこの数量を盛土に合算して精算する。 

 

イ 森林施業用の林業作業用施設として利用せず運搬を伴わない腹付土砂（残土）場合は次により 

精算する。
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(ｱ)   ブロックごとの残土数量による精算 

ブロックごとの残土数量とは、出来形図から平均断面法により算出されたブロックごとの残

土数量をいい、下記(ｲ)より小さい場合はこの数量で精算する。 

(ｲ)   残土処理場の体積による精算 

残土処理場の体積とは、上記(ｱ)のブロックの残土処理場の出来高図から算出された体積をい

い、上記(ｱ)より小さい場合はこの数量で精算する。 

ウ 運搬処理による残土 

上記ア、イ以外の運搬による処理を行った残土は運搬残土処理場ごとに次により精算する。 

(ｱ)   各ブロックの運搬残土数量の合計による精算 

各ブロックの運搬残土数量の合計とは、出来高図から平均断面法により算出された各ブロック

の運搬残土数量の合計数量をいい、下記(ｲ)より小さい場合はこの数量で精算することとする。 

(ｲ)  運搬残土処理場の体積による精算 

運搬残土処理場の体積とは、運搬残土処理場の出来高図から算出された体積をいい、上記(ｱ)

より小さい場合は運搬残土処理場の体積で精算することとする。 

(ｳ)  運搬残土処理に係る運搬距離の精算（加重平均による再計算） 

計画した（監督職員の指示による箇所も含む。以下同じ）各残土処理場毎に、その残土処理

に計画された各ブロック残土量（前項記述の少ない数量をいう）と処理場までの運搬距離によ

る加重平均値を用いて算出することとする。 

なお、土質区分の種類が多い場合や残土処理場が多く、残土発生ブロックが最寄りの残土処

理場以外に運搬する場合等は土質区分毎に運搬残土の運搬距離を次式により算出することとす

る。 

 

運搬残土の運搬距離＝（ブロックごとの運搬残土量×各ブロックから運搬残土処理場までの距離）の当該運搬残土処理上に係る全ブロック） 

 当該残土処理場の体積 
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 (7) 残土量の検収 

   ア 用語と模式図 

   
 

 イ 残土量の検収方法 

残土横断面図（横断面図に併記も含む｡）及び残土量数量計算書により求める。 

なお、カーブ（内、外）の箇所に残土処理する場合は原則として基線を設けるが、横断面図を

用いる場合は、曲線部の土量修正を行うこと。 

     

         備考 1 基線横断線上の測点は、レベルを用い高低測量を行うこと。ただし、小面積の場合は 

ハンドレベルでよい。 

2 基線に対する直角方向（横断線）は，トランシット又は直角器具等を用いて決定す 

ること。 

 

ウ 残土処理場の図面表記及び現地表示 

①  上記(6)の残土処理場については、出来形図を作成するとともに精算結果が明確となるよう出

来高のわかる線を記入することとする。 

また、現地については出来形図及び出来高部分が分かるようめぐし等によりマーキングを行

うこととする。 

なお、盛土と合算して精算する場合であっても盛土部分と残土部分が分かるよう図示及び現

地表示を行うこととする。
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３ 路盤工 
 
(1) 岩屑採取の変更 

土質の変更等により路盤工の数量に不足等の変更が生じた現場内で追切りして岩屑を採取する

場合の取扱いは第３章路盤工によることとする。 
 
(2) 施工実態 

採取地を変更することにより作業工程等が変更となる場合は、現地の施工実態を十分検討のう

え工期延期などが発生しないように行うこととする。 

 

４ 通勤路の補修 

通勤路の補修とは、工事施工箇所手間の既設林道及び公道等を通勤路として利用している場合

に、多数の大型車が通行したことにより深い轍が形成されるなど車両通行に支障が生じた区間につ

いて、砂利敷均し等により補修することを言う。 
 
(1) 適用箇所 

通勤路の補修の適用箇所は、次の①と②の双方の条件を満たす箇所の存する区間及び③又は④

の条件を満たす箇所の存する区間とする。 

ただし、いずれにおいても受注者の責によるものは除く。 

①  一横断における轍等の窪みの幅が80cm以上となり路盤材の充填による補修が必要であること 

（一条ごとの轍等の窪みの幅が80cm未満であっても、一横断に轍等の窪みが複数あり、その幅

の合計が80cm以上である場合も含む。） 

② 轍等の窪みの深さが20cm以上となり路盤材の充填による補修が必要であること。 

（一横断に轍等の窪みが複数あり、そのうちの一条が深さ20cm以上の窪みのある場合は本条件

に該当するものとみなす。） 

③ 工事の施工に必要な車輌（重機の自走を含む。以下同じ。）の通行により路肩の決壊あるい

は側溝の埋塞が生じ、これを補修する必要があること。 

④ その他、工事の施工に必要な車輌の通行、その他工事の施工に起因して支障が生じた場合に

ついて補修する必要があること。 

(2) 細別 

細別は通勤路の補修とする。 

(3) 路面に著しい凹凸等が生じた場合の補修方法 

砂利舗装の路面に轍形状の著しい凹凸（両輪部の合計が幅80㎝以上でかつ、深さ20㎝以上）が

生じた区間については、路盤材の敷き込みにより補修を行うこととする。 

路体強化工の路面整正に準じて敷均しを行うこととし、これにより難い場合は、路盤工に準じ

て敷均し、転圧を行うこととする。 

(4) 使用材料 

材料は、路盤工材料に準ずることとする。 

(5) 敷込数量及び敷厚の算出 

敷込数量は、横断図面を作成し、測点ごとに幅と深さから断面積を求め、平均断面法により当

該測点間の距離を乗じて算出することとする。 

敷厚は、敷込数量の総量を施工区間の延長で除しさらに平均幅で除して算出することとする。 
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(6)  その他の通勤路の補修 

国道、道道等との接続箇所の舗装部分あるいは他の地権者の所有する取り付け道路との接続箇

所の舗装部分、その他の箇所において与えた舗装の剥離等の損害については、与えた損害に対し

て必要な原状回復を行うこととする。ただし、当該与えた損害が受注者の責による場合を除く。 

 

    ※ 計算例 

      １ 計画することができる場合 

        【平面図】 

       

        【横断面図】 
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2 計画できない箇所 

        【平面図】 
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５ 流木除去

流木除去の数量は、当初設計時点では第２章土工Ⅱの３により見かけの数量を算出しているため

流木除去の数量が確定した段階で変更することとする。 

 (1) 数量の算出 

ア 流木の切断本数 

流木の切断本数は、ダンプトラック又は不整地運搬車に積載可能な長さにするため切断した

本数及び集積するため切断が必要となった本数の合計とすることとする。 

イ 流木の材積 

１施工箇所ごとに数量を算出することとする。数量の算出に当たっては、集積された箇所ご

とに次式によって算出することとする。 

流木の材積＝（Ｔ1＋Ｔ2）×Ｈ÷２×Ｌ×係数 

係数＝1-0.15＝0.85 

    

６ その他

(1)  床掘、埋戻工 

床掘、埋戻工の数量が変更となる場合は、工作物ごとに数量を算出して清算変更することとす

る。 

 (2)  足場工 

一式計上している足場工は、受注者の責任において工法を定める任意仮設工であるため、設計と

異なる形式で実施された場合においても設計変更の対象としない。ただし、目的とする工作物の

構造が変更となる場合には、その対象となる足場工数量に対して変更することとする。 

 (3)  仮締切工 

任意仮設工である土のう締切工、水替工ポンプの規格、水替日数等は、現地が設計で想定して

いた条件と異なる場合を除いて、他の工法（例：大型土のう締切工、仮水路工等）で仮締切工が

実施された場合においても設計変更の対象としない。ただし、目的とする工作物の構造が変更と

なる場合（例：C.W L=20mがL=30mに変更等）には、その対象となる仮締切工数量に対して変更す

ることとする。 
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また、目的とする工作物の工種が変更となる場合（例：C.W L=20mが大型布団かご工L=20mに変

更等）で仮締切工そのものが不要となる時は、その対象となる仮締切工数量に対して工種の廃止

も含めて設計変更の対象とすることとする。 

 (4)  安全費 

雨量計及びその他安全施設の設置期間は、受注者の努力において短縮されて実施された場合に

おいても設計変更の対象としない。 

(5)  除雪費 

除雪工の数量が変更となる場合は、受注者が作成する資料をもとに協議をし、清算変更するこ

ととする。 

７ 変更設計図作成について

(1)  使用する線種は、下記の区分を標準とする。 

   

線  種 色の区分 用  い  る  箇  所 

実線（細線） 青 工事契約後、起工測量成果等に基づきに確定した現況地盤線の表記 

一点鎖線（細線） 青 工事契約後、起工測量成果等に基づきに確定した岩盤線の表記 

実線（太線） 赤 設計変更する擁壁等構造物の表記 

実線（極太線） 赤 設計変更する切盛計画線の表記 

点線（細線） 赤 支払対象外となる出来形の表記 

備考 １．当初地盤線が起工測量の結果変更となる場合は、当初地盤線の所要箇所に×印を記すことと

する。 

     ２．切高、盛高、切土断面積、盛土断面積等、設計図面に数値が記載されている内容が変更とな

る場合は、訂正する数値を二重訂正線で消したうえで、その上段に赤字で変更後の数値を記載

するものとする。 
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(2)  図面の作成は、下記の例を標準とする。 

 

 

 

 

 

イ．変 更 設 計 図 
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Ⅵ 設 計 変 更 理 由 書 記 載 例 

 

１ 一般事項 

設計変更に当たっては、その原因又は必要性等を掌握し、工事内容を変更する理由及び内容を

明確かつ簡潔に記述すること。 

変更内容については、次の事項を原則記述すること。 

・変更場所（位置、名称） 

・変更数量 

・変更規格 

また、請負代金額に変更が生じない場合であっても、設計図書を変更する場合は設計変更とし

て上申が必要なので留意すること。 

 

２ 設計変更理由書の表現 

設計変更理由書の表現については、次のとおりとする。 

（１）通常の設計変更 

「・・・に変更したい。」 

（２）出来高数量に基づく土工数量の設計変更（横断地形の形状変化確認によるもの） 

「・・・に変更する。」 

 

３ 契約約款各条項に基づく記載例 

（１）設計図書間の不一致等（第18条第１項第１号～第３号） 

変更要素 理   由 内   訳 

 設計図書間の不一致等により、 コンクリート擁壁の詳細図（図面番号６／

８）を変更したい 。 

 コンクリート擁壁の数量を 800.0m3 から 

 801.1m3 に変更したい。 

 （２）設計図書と現場状態との不一致等（第 18条第１項第４号～第５号） 

変更要素 理   由 内   容 

土  質  コンクリート擁壁の床掘施工

の結果、軟岩(Ⅱ)が確認されたた

め、 

 SP100～SP150m の床掘の一部土質を礫質土

から軟岩(Ⅱ)に変更したい。 

工  法  コルゲートパイプ床掘施工の

結果、底面に良質な基礎岩盤が確

認されたため、 

 SP300m の基床工を購入切込砕石によるもの

から直接基礎に変更したい。 

 

 布団かご床掘施工の結果、基礎

地盤において地盤支持力が得ら

れないことが確認されたため、 

 

 

 

 所定の地盤支持力が得られるよう SP100～

SP200m 間の中心線を山側に最大 2.0m 移動す

る変更をしたい。▼ また、このことにより布

団かごの設置延長を５段 100m（SP200～

SP300m）から４段 60m（SP220～SP280m）に変

更したい。 
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数  量 切土の結果、SP300～SP330m の

法面に湧水が確認され、土砂流出

の恐れがあるため、 

 法面特殊かご（法長 3.0m）の数量を 75 本か

ら 120 本に変更したい。 

 現地精測の結果、当初設計 図

書に示した横断地形の形状に変

化があるため、 

 出来高数量に基づき次の数量を変更する。 

 切土（礫質土）  85.0m3→88.0m3 

 床掘（礫質土） 100.0m3→89.0m3 

技術管理費  現地調査の結果、第１橋台の床

面に亀裂箇所が確認されたため、 

 地質試験費（ボーリング２孔×５m）を増工

したい。 

仮  設  現地調査の結果、SP200～

SP300m の敷鉄板の設置区間外

（SP300～SP380m）に軟弱な箇所

があり資材運搬等の通行に支障

があることが確認されたため、 

 敷鉄板の設置延長を 100m（SP200～SP300m）

から 180m（SP200～SP380m）に変更したい。 

 

   （注）１．理由には、変更となる施工条件（軟石が確認された、落石のおそれがあることが判明

した、施工適期である○月○日までに施工できないこととなるため等）が分かるように

記述すること。 

２．内容には、変更の範囲（SP○○～SP○○ｍ等）、工種名、変更内容あるいは数量等

（△△から××になど）を記述すること。 

３．工事目的物を完成するための施工方法・仮設等は、設計図書に特別の定めがある場

合を除き、受注者の責任において施工するのが基本であるが、施工方法等に制約を必

要とする仮設工は、その要件を設計図書に施工条件を明示して「指定仮設工」とする

ことが必要である。 

 

（３）設計図書の変更（第 19条） 

   

変更要素 理   由 内   容 

計  画 純盛土の土取場を SP1,000m

（L=200m）で計画していたが、新

たに SP900m（L=100m）に土取場を

確保できたため、 

 土取場を SP1,000m から SP900m に変更し

たい。 

拡  大  事業の促進を図るため、  SP100～SP200m の新設延長を L=100m（切

土量 80.0m3）増工したい。  

 

   （注）１．理由には、発注者として必要があると認めた理由を明確かつ簡潔に記述すること。 

２．内容には、変更の範囲（SP○○～SP○○ｍ等）、工種名、変更内容あるいは数量等

（△△から××になど）を記述すること。 
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（４）工事の中止（第20条） 

 

変更要素 理   由 内   容 

天候その

他の不可

抗力 

 ○月○日（台風○号）の大雨に

より路体が流出したことから、路

側擁壁の再検討の必要が生じた

ため、 

 SP1,000m から SP1,100m のコンクリート擁

壁を一時中止したい。  

その他  第２橋台の杭基礎を施工した

結果、杭が高止まりしたことか

ら、構造を照査する必要が生じた

ため、 

 第２橋台を一時中止したい。 

 

（注）１．理由には、「･･･により･･･したことから、･･･の必要が生じたため、」と記述するこ

と。 

２．内容には、「･･･の･･･を一時中止したい。」と記述すること。 

また、中止の範囲（SP○○～SP△△ｍ等）、工種名等を記述すること。 

 

（５）請負代金額の変更に代える設計図書の変更（第31条） 

  

変更要素 理   由 内   容 

  現場不符合による切土の増

額に代えて、 

 SP100～SP110m の種子吹付工を減工した

い。 

 出来高数量確定に伴う土工

の増額に代えて、 

 SP100～SP110m の種子吹付工を減工した

い。 

 

    （注）１．理由には、「･･･の増額（又は費用負担）に代えて、」と記述すること。 

また、発注者として必要があると認めた理由を明確かつ簡潔に記述すること。 

２．内容には、「･･･の･･･を減工したい。」記述すること。 

また、減工の範囲（SP○○～SP△△ｍ等）、工種名等を記述すること。 
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Ⅰ 管 渠 等 の 流 量 計 算 

 

１  通水断面の安全率 

  通水断面積の算定に用いる安全率は、周辺の既往における実績及び集水区域の将来の変動並びに経

済性を考慮し、次の値を標準として適用する。 

 (1) 開渠は、1.2以上とする。 

 (2) 暗きょにおいて流木除け、土砂止工又は落差工を設ける場合は、2.0～3.0 とする。 

   ただし、木材を使用した簡易な流木除け工を設けた場合は 3.0 以上とする。 

 (3) 暗きょにおいて流木除け工、土砂止工又は落差工を設け難い場合又は不適当な場合は、3.0 以上と

する。 

 

２ 排水施設の通水断面積及び径深 

  排水施設の通水断面積及び径深は、次表によることができる。なお、通水断面は、原則として満流

とする。 
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３ 雨水流出量 

  雨水流出量は、水系ごとの集水区域内の降雨が、その最遠点から排水施設に流達する時間の平均降

雨量を基とした降雨強度により最大流出量を求め、側溝、溝渠等の種類、断面、その他の構造を決定

する。 

なお、施設の安全を考慮するため、必要に応じて近年の気象、周辺の地質構造、林道の被災状況等 

に関する資料を参考 にして構造を決定することができる。 

 

 

  (1) 集水面積 

   集水面積は、水系調査図等に基づく集水区域ごとに測定した面積とする。また、必要に応じて集

水区域ごとの最遠端距離を求めるものとする。 

 

 (2) 降雨強度 

   降雨強度は、原則として流達時間における平均降雨量によるものとし、次によって求めるものと

する。 

ア 降雨確率年は、10年を標準とするが、10 年確率を超える降雨強度により林道災害が発生して 

いる場合は、近年の林道災害が発生した際の気象資料等を参考に、経済性も考慮して 10 年確率 

を超える降雨強度を用いることができる。 

  イ 降雨強度は、当該地域における雨量観測資料の適合式によるものとし、次式によって求めるも

のとする。 

                               Ｉ＝Ｒn・
 ａ  

ｔｎ＋ｂ
 

          ここに    Ｉ＝降雨強度（㎜/ｈ） 

                   Ｒn＝ｎ年確率の時間雨量（㎜/ｈ） 

                   ａ、ｂ、ｎ＝地域ごとの降雨分布の特性を示す定数 

                    ｔ＝流達時間（分）＝次表（エ 流達時間（ｔ））を標準とする。 

    ウ 雨量強度（ｒ） 

        洪水到達時間内の雨量強度は、当該地点最寄り（近傍）の観測所を用いるものとし、「北海道

の大雨資料（確率雨量編）」（以下「同資料」という。）の最新データを用いる。 

         

  エ 流達時間（ｔ）  

流 域 面 積 流達時間（分） 

５０ｈａ（0.5 km2）以下 １０ 

１００ｈａ（1.0 km2）以下 ２０ 

５００ｈａ（5.0km2）以下 ３０ 
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オ 排水施設の粗度係数（ｎ） 

    排水施設の種類 ｎ 

 

素 掘 り 

土 0.020 ～ 0.025 

砂れき 0.025 ～ 0.040 

岩 盤 0.025 ～ 0.035 

排水施設の種類 ｎ 

現場施工 

セメントモルタル 0.010 ～ 0.013 

コンクリート 0.013 ～ 0.018 

粗 石 
練 積 0.015 ～ 0.030 

空 積 0.025 ～ 0.035 

工場製品 

遠心力鉄筋コンクリート管 0.011 ～ 0.014 

コンクリート管 0.012 ～ 0.016 

コルゲートパイプ 0.025 ～ 0.035 

ボックスカルバート 0.013 

(3) 流出係数（ｆ） 

   流出係数は、降雨強度による降雨量と排水施設への流入量の比を表すものとし、集水区域内の地

表面の状態、傾斜、土質、降雨継続時間等について将来の変動等を予測し、原則として次によって

求めるものとする。 

   なお、地表面の種類が複数にわたる場合は、それぞれの加重平均値によるものとする。 

    区分 

地表状態 

浸透能小 

山 岳 地 

浸透能中 

岳 陸 地 

浸透能大 

平  地 

林    地 0.6 ～ 0.7 0.5 ～ 0.6 0.3 ～ 0.5 

草    地 0.7 ～ 0.8 0.6 ～ 0.7 0.4 ～ 0.6 

耕    地 － 0.7 ～ 0.8 0.5 ～ 0.7 

拉    致 1.0 0.9 ～ 1.0 0.8 ～ 0.9 

(4) 計画高水流量（集水区域面積 5.0 ㎞２以下の場合に適用） 

   計画高水流量は、集水区域面積、降雨強度及び流出係数に基づき、次式によって計算する。 

      Ｑ＝0.2778・ｆ・ｒ・Ａ 

     ここに Ｑ＝流出量   （㎥／sec） 

                  ｆ＝流出係数 

                  ｒ＝雨量強度    （㎜／h） 

         Ａ＝集水区域面積（㎢） 
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 (5) 排水施設の流出量 

      Ｑ＝Ａ・Ｖ   

     Ｖ＝
１ 

ｎ
・Ｒ２／３・１１・２     Ｒ＝

Ａ 

Ｐ
 

ここに Ｑ＝排水施設の流出量（㎥／sec） 

         Ａ＝流水断面積（㎡） 

                  Ｖ＝流速（ｍ／sec）  

                  ｎ＝粗度係数   コルゲートパイプ(Ⅰ型)  0.025 

                                 コルゲートパイプ(Ⅱ型、パイプアーチ型)  0.035 

                  Ｒ＝径深 

                  Ｐ＝潤辺（ｍ） 

                  Ｉ＝排水施設勾配 

 (6) 通水断面（Ａ） 

      排水施設の流下能力である通水断面は、流入する雨水流出量以外の流下物又は堆積物に対しても

十分安全なものとして、水系調査等に基づく集水区域内の現地諸条件を基に適切な安全率を乗じて

求めるものとする。 

  ア 断面計算 

    排水施設の通水断面は次式によって計算する。 

    A＝ Q 

ｖ ・F 

            ここに Ａ＝通水断面積（㎡） 

          Ｑ＝雨水流出量（㎥／sec） 

                    ｖ＝平均流速（ｍ／sec） 3 の(5)により算定する。 

                    Ｆ＝安全率   1 の(1)から(3)に示す値とする。 
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Ⅱ 橋梁架設における流量計算（河川法の適用を受ける場合） 

 

１ 計画高水流量の算定 

  (1)  １級、２級河川、準用河川及び北海道普通河川条例による普通河川に工作物を構築する場合は、

事前に所管河川管理者と打合わせを行うこと。この場合改修済み河川、あるいは改修計画におけ

る計画高水流量とする。 

 (2)  改修計画のない河川は、原則として現況に即して運用することとなっているが（解説河川管理

施設等構造令第１章３－３参照）過大な数値にならないよう十分に河川管理者と打合わせを行う

こと。 

 (3)  計画高水流量の計算要領は、一般に計画高水流量フローチャートによるが、既往の降雨量につ

いては、北海道の大雨資料の最寄の観測所の数値を採用し合理式法によること。 
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(4)  超過確率年は、一般に林道技術指針を標準とするが、河川砂防基準によると下表となる。 

河川の重要度 計画の規模（計画降雨量の超過確率年） 

Ａ級 200 以上 

Ｂ級 100 ～ 200 

Ｃ級 50 ～ 100 

Ｄ級 10 ～ 50 

Ｅ級 10 以下 

  ※ Ａ、Ｂ：１級河川の主要区間 

            Ｃ  ：上記以外の 1級河川及び 2級の都市河川 

          Ｄ、Ｅ：一般河川 

    超過確率年の定め方は、流量計算方式として貯留関数法、単位図表、特殊曲線法等種々の実験式

があり、それらによる河川改修計画における確率年と、合理式による確率年とは一致しないので、

河川管理者と十分協議する必要がある。その際既往の洪水氾濫水位（痕跡）より流量計算されたも

のも、重要な根拠となるのでその資料も整えておくことも重要である。 

 

 (5) 合理式による計算要領 

   流域面積 200km2 程度以下、洪水到達時間 2時間程度以下の場合に適用する。 

   Ｑ１＝1／3.6×ｆ×ｒ×A 

    ただし Ｑ１：計画高水流量（m3／sec） 

             ｆ：流出係数 

                ｒ：確率雨量強度（洪水到達時間内の平均雨量強度 ㎜／hr） 

                    北海道大雨資料（確率雨量編）による。別表参照 

        Ａ：流域面積（km2） 

ア 流出係数ｆは下表を標準とする。（河川砂防技術基準） 

地形区分 ｆ 

密集市街地 0.9 

一般市街地 0.8 

畑、原野 0.6 

水   田 0.7 

山   地 0.7 

  

イ 洪水到達時間 Ｔ 

    Ｔ＝ΣＬ／Ｗ＋ｔ0 

          ただし Ｔ：洪水到達時間（hr） 

                  Ｗ：洪水到達速度（㎞／hr） 

                  Ｌ：流路延長（㎞） 常時河谷の形をなす最上流から流量を推定しようとする 

                   地点までの水平距離。 

         ｔ0：降雨のピーク時間から流量のピークまでの遅れ時間（min）で、下表を標準とす

る。 
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                                                （河川砂防技術基準） 

山 地 流 域 2km2以上 30 分（0.5 時間） 

山 地 流 域 2km2以上 20 分（0.3 時間） 

特に急傾斜面流域  20 分（0.3 時間） 

 

２ 流下能力の計算 

 

 (1) 平均流速（マニング公式による。） 

      Ｖ＝１／ｎ×Ｒ2/3×Ｉ1/2 

        ただし Ｖ：平均流速 （ｍ／sec） 

                ｎ：粗度係数 別表による。 

        Ｒ：径深＝Ａ′／Ｐ   Ａ′＝流水断面積（㎡）  Ｐ＝潤辺（ｍ） 

                Ｉ：水路勾配 

 

                ｎ値は下表による。 

                                                  （河川砂防技術基準）                    

水 路 の 種 類 ｎ の 値 

一般河道 0.030～0.035 

急速河川及び河幅が広く水深の浅い河川 0.040～0.050 

暫定素掘り河道 0.035 

三面張水路 0.025 

河川トンネル 0.023 

 

 (2) 流下能力流量の計算 

      Ｑ２＝Ｖ×Ａ′ 

        ただし  Ｑ２：流下能力流量（㎥／sec） 

                         Ｖ  ：平均流速（ｍ／sec） 

             Ａ′：流水断面積（㎡） 

 

(3) 計算様式、計算例は「参考 橋梁架設における流量計算例」のとおり。 
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［参考］ 橋梁架設における流量計算例 

 

 

一 の 橋 流 量 計 算 書 

 

１ 流  量  条  件 

    河  川  名      盤の沢川（一級河川） 

   流 域 面 積     A=16.43 ㎢（別紙流域図による） 

   流 路 延 長     L１=2.5  ㎞（別紙流路図による） 

               L２=3.3  ㎞（  同    上 ） 

      高    低    差      H１=21.0 ｍ 

               H２=115.0 ｍ 

      計  画  雨  量          北海道の大雨資料第 12編のⅡ滝川地区による。 

      雨 量 確 率 年          1／100 

      流  出  係  数          ｆ＝0.7     （山  地  河  川） 

 

2 計画高水流量 

 (1) 洪水到達速度          W ㎞／hr       Kraven 公式による。 

   従来河川勾配          I１＝H１／L１＝ 21／2,500＝1／119  ＜ 1／100 

               I２＝H２／L２＝115／3,300＝1／29   ＞ 1／100 

               ∴W１＝10.8 ㎞／ｈｒ    W２＝12.6 ㎞／hr 

                                                            

 (2) 洪水到達時間        T１＝L１／W１＝2.5／10.8＝0.23hr 

                T２＝L２／W２＝3.3／12.6＝0.26hr 

               T０＝0.5ｈｒ 

               T ＝T１＋T２＋T３＝0.23＋0.26＋0.5＝0.99hｒ 

 

 (3) 時間雨量強度          滝川地区 100 年確率による。 

               r100＝14.02／（ T  0.25－0.75） 

                 ＝14.02／（0.990.25－0.75） 

                 ＝56.6 ㎜ 

 

(4) 計画流量               合理式による。 

                                 Q＝0.2778×ｆ×ｒ×A 

                                  ＝0.2778×0.7×56.6×16.43 

                  ＝181 ㎥／sec 

 

(5) 比流量               Q／A＝181／16.43＝11.02 ㎥／㎢／sec 
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３ 流 下 能 力 

 (1) 流量安定条件 

     動 水 勾 配  I＝1／60＝1.667％   

                       架設地点上下流 400ｍの平均勾配で実測による。 

        流水断面積  A＝39.64ｍ2（別紙計算図による） 

        潤      辺  P＝19.88ｍ （ 同    上 ） 

        粗 度 係 数    ｎ＝0.035  （ 両 岸 護 岸 工 ） 

 

 (2) 流  速（V）     マニング公式による。 

                       径 深 R＝A／P 

            V＝１／ｎ×R2/3×I1/2 

             ＝1／0.035×（39.64／19.88）2/3×（1／60）1/2 

                        ＝5.843ｍ/sec 

 

 (3) 流下量（Q1）   Q1＝A×V  

                         ＝39.64×5.843 

             ＝231 ㎥／sec  ＞ Q＝181 ㎥／sec 

 

 (4) 上記流下能力（Q1）に対しては、雨量確率 200 年以上に相当し、十分安全である。 

           I200＝15.02／（ T  0.25－0.76） 

             ＝15.02／（0.990.25－0.76） 

                         ＝63.2 ㎜ 

           Q200＝0.2778×f×I200×A 

                         ＝0.2778×0.7×63.2×16.43 

             ＝202 ㎥／sec  ＜ Q1＝231 ㎥／sec 
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流  域  図    Ｓ＝１／50,000 

 

 

              (協議の場合、国土地理院発行地形図を用いる｡） 

             （面積、流路延長は１／20,000 以上で求める｡） 
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